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来年度の埼玉県に対する予算・施策に関する要望について、48の団体や学
校保護者会の皆さまと意見交換会を開催し、様々なご意見をお聞かせいた
だきました。今号では、動物愛護行政について、タレントの杉本彩さんが代
表理事を務められている「公益財団法人　動物環境・福祉協会Eva」の皆
さんとの意見交換の中で指摘のありました「動物の不適正飼養への対策と
課題」について報告いたします。

埼玉県議会9月定例会は、9月24日に開会し、約88億
4千万円の「一般会計補正予算案」や八潮市の陥没した
道路の復旧工事の影響を受ける地域住民などへの補償
を行う「埼玉県流域下水道事業会計補正予算案」など
が提出されました。
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「県の動物愛護担当と市町村等の生活福祉部局との連携は、多頭飼育などに
ついて早期に対応することが必要であり、大変重要と認識している。そのた
め、地域包括ケア会議など福祉部局の会議などに出席するなど、情報共有
できるよう連携を呼び掛けている。」

今後、Evaさんからのご要望については、県議会の中で担当部局に対応の確認

をしつつ、必要な施策について働きかけて参ります。

多頭飼育崩壊

外飼い問題

多頭飼育崩壊は全国的な問題。特に猫は繁殖能力が非常に高
く、不妊去勢手術を施さなければ急速に増加する。一度崩壊し
てしまうと、家の中も、人・動物の健康も元の状態に戻すのに
時間がかかる。

多頭飼育崩壊に陥りやすいのは、高齢者など福祉部局でのサポートが必要な飼い
主の場合が多い。そのため、「福祉部局は多頭飼育崩壊の状況を知っているが、動
物愛護部局は知らない。」「市役所は知っているが、都道府県は知らない。」
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「埼玉県の夏はかなり気温が高い。動物の愛護及び管理に関する条例の中で真
夏の外飼いを規制してもらいたい。」とのご要望を受けました。

また、炎天下や極寒の中での外飼いについて、動物愛護管理法では、外飼いに関する規
制はなく、飼い主次第になっている。近所の方が動物を心配して管轄の保健所に相談し、
職員が指導しても改善されないケースがある。
動物愛護管理法第44条第2項では「健康及び安全を保持することが困難な場所に拘
束し、衰弱させた場合」に罰則が規定されている。

9月16日　埼玉県の動物指導担当に見解を求めました。
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